
《お知らせ》 

伐採した樹木の無料配布について 

（枚方出張所管内で伐採した樹木） 

 

【ご案内】 

淀川河川事務所では、河川及び淀川河川公園の維持管理のため、河川内に繁茂した樹木の

伐採や剪定を実施しております。伐採等した樹木を希望する方を募り無償で提供することでリサイ

クルを促進する社会的実験として実施します。 

 ご希望の方は、申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 

【提供樹木について】 

河川内に自然に繁茂した河川維持管理上伐採した樹木及び淀川河川公園内の剪定枝です。さ

まざまな樹種が混在しております。樹種の特定・選別はしておりません。 

 自家消費していただけるなら事業者も大歓迎します。 

 

・提供樹木の状態：長さ 100cm 程度に切断した伐採材、剪定枝 

 

【お渡し条件】 

樹木のお渡しは以下の条件を守っていただける方とさせていただきます。 

・受渡し場所まで取りに来ることが可能な方 

・使用目的は自家消費することとし、営利目的での転売等しない方 

・お渡しした樹木を不法投棄しない方 

 

【申込み・受け取り方法】 

・申込み方法 

別紙の申込書へ必要事項を記入のうえ、下記の申込みメールアドレスに送付してください。 

（メールアドレスをお持ちでない方は下記の申込み FAX に送付してください。） 

メール（FAX）送信後、お問い合わせ電話番号に掛けていただき受信確認をお願いします。 

申込みメールアドレス：kkr-yodo-hirakata@mlit.go.jp（申込み FAX：072-846-7966） 

 

・受渡し場所 

大阪府枚方市桜町 3-32（枚方出張所資材置場） 

  ※別紙「受渡し場所」の地図を参照下さい。 

 

・受渡し日： 

令和６年３月２５日(月)～令和６年３月２９日(金) 

（土日祝を除く） 



・受渡し時間 

１０：００～１２：００、１３：００～１６：００ を原則とします。 

 

・受取方法 

別紙の受渡し場所で担当者へ申込書を提示ください。 

申込書と引き替えに樹木を引き渡します。 

 

・申込み先・問い合わせ先  

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 枚方出張所 

TEL：072-841-5362 FAX：072-846-7966 

   メールアドレス：kkr-yodo-hirakata@mlit.go.jp 

 

【注意事項】 

・数に限りがありますので、先着順とし、申込者おひとり様３０本までとさせていただきます。 

無くなり次第終了とします。このため受取時に無くなっている場合はご了承下さい。 

・予約・取り置きはいたしません。 

・作業時・運搬時のケガは一切責任を負いません。自己責任でお願いします。 

・木材の加工は行いません。 

・木材の品質や樹種は様々です。現地にてご自身でご確認ください。 

・防腐処理等はしていないため害虫等が発生することがあります。ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<枚方出張所配布場所 提供樹木イメージ写真> 


